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・ 第１回相談支援・研修部会について

・ 第２回地域自立支援協議会担当者会議について

（２）今後の取組について

・ 自立支援協議会のホームページ設立について

・ 住居に関する取組について

（３）障害者総合支援法及び障害者優先調達推進法について

３ 閉 会
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分野 所属 役職 氏名 備考

社会福祉法人別府発達医療センター別府市相談支
援事業所ぱれっと相談支援専門員

首藤 辰也 東部圏域

社会福祉法人みずほ厚生センターさぽーとセンター
風車相談支援専門員

吐合 紀子 中部圏域

社会福祉法人大分県社会福祉事業団佐伯圏域障
害者支援センターほっぷ相談支援専門員

疋田 秀美 南部圏域

社会福祉法人紫雲会サポートセンターサライ相談支
援専門員

神志那 久美 豊肥圏域

社会福祉法人すぎのこ村Beeすけっと相談支援専門
員

石松 聡美 西部圏域

社会福祉法人清流会相談支援事業所「ルポーズ」
相談支援専門員

石川 博一 北部圏域

社会福祉法人大分県社会福祉事業団障がい者就業・生活
支援センターサポートネットすまいる主任就業支援ワー
カー

銅城 真理子
障害者就業・生活支
援センター運営事業

社会福祉法人別府発達医療センター大分療育セン
ター地域連携室参事

高取 郁子
障がい児等地域療育
等支援事業

欠席

社会福祉法人萌葱の郷大分県発達障がい者支援
センター「イコール」センター長

五十嵐 猛
発達障がい者支援セ
ンター運営事業

医療法人光心会諏訪の杜病院大分県高次脳機能
障がい支援コーディネーター

浅倉 恵子
高次脳機能障がい者
支援体制整備事業

欠席

保健・医療関係者 医療法人雄仁会加藤病院地域連携部長 神品 実子

教育関係機関 大分県教育庁特別支援教育課指導主事 大本 良子

雇用関係機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構大
分障害者職業センター障害者職業カウンセラー

清永 恵美 欠席

企業 株式会社財津製作所取締役 平川 加奈江

社団法人大分県身体障害者福祉協会会長 戸高 誠

社会福祉法人幸福会就労継続支援A型ソレイユ ソ
レイユ本人部会「クリーン・プロフェッショナル」副代
表

伊東 剛

社会福祉法人つわ蕗会障害福祉サービス事業所つ
わぶき園利用者

佐藤 英毅

市町村 大分市福祉保健部障害福祉課主幹 後藤 剛

障害福祉課 課長 池永 哲二

障害福祉課 参事 村井 尚

障害福祉課地域生活支援班 課長補佐（総括） 髙塚 秀夫

障害福祉課地域生活支援班 主事 内田 康友

障害福祉課自立支援班 課長補佐（総括） 藤丸 邦彦

障害福祉課自立支援班 副主幹 加藤 恵美

事務局

相談支援事業者

専門的分野の相
談支援事業者

当事者
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平
成

２
４

年
度

第
１

回
相

談
支

援
・
研

修
部

会
で
の

主
な

意
見

・
課

題
等

に
つ

い
て

日
時

：平
成

２
５
年

１
月

３
１
日

（
木
）
１
４
：
０
０
～

１
６
：０

０

場
所

：県
庁

舎
別
館

１
２
会

議
室

番
号

課
題

・質
疑

・要
望

等
現

状
と
対
応

1

相
談

支
援
に
関

す
る
研

修
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

だ
け
で
な
く
、
他

の
分

野
の

研
修

も
ま
と
め
て
県

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

を
。

・
研

修
ご
と
に
通

知
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
お
り
、
取

り
ま
と
め
た
年

間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
な
い
。

・
障

害
福

祉
課

の
研

修
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
を
取

り
ま
と
め

て
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
掲

載

2

研
修

に
お
い
て
も
、
教
育

委
員
会

に
共
催

と
し
て
加

わ
っ
て
も
ら
い
、
福
祉

と
教

育
の
関

係
者

が
と
も
に
研
修

を
受

け
て
考
え
る
場

を
つ
く
る
べ
き
。

・
相

談
支

援
に
関

す
る
研

修
に
つ
い
て
共

催
は
し
て
い
な
い
。
相
談

支
援

体
制

整
備

特
別

研
修

に
お
い
て
は
、
特

別
支
援

教
育

課
や

特
別

支
援

学
校

に
受

講
者
募

集
の

通
知

を
す
る
こ
と
が

あ
る
。

3

専
門

コ
ー
ス
別

研
修
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
設

定
さ
れ

て
い
な
い
が

、
就
労

に
関
す
る
研

修
も

実
施

す
べ

き
。

・
就

労
に
関

し
て
は

、
２
３
年

度
に
相

談
支

援
体

制
整

備
特

別
研

修
に
お
い
て
研
修

実
施

し
て

い
る
が

、
２
４
年

度
は

主
だ
っ
た
研

修
は
未

実
施

。

4

専
門

コ
ー
ス
別

研
修
で
は

、
障

害
児

支
援

、
権

利
擁

護
、
地
域

移
行

、
セ
ル

フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

４
コ
ー
ス
を
実
施

し
、
予
算

や
期

間
の

状
況

に
よ
り
ス
ー
パ

ー
ビ
ジ
ョ
ン
の

コ
ー
ス
も
実
施

し
て

欲
し
い
。

・
年

間
４
コ
ー
ス
で
予
算

要
求

中
。
予

算
等
の

都
合

が
つ
け
ば
５
コ
ー
ス
で
の
実

施
も
可
。

・
全

体
会

で
部

会
の

検
討

結
果

を
報

告
し
、
２
５
年
度

の
実

施
に
向

け
て
準

備
。

5

担
当

者
会
議

の
課

題
調

査
票
は

、
市

町
村

あ
て
に
事

前
調

査
と
し
て
配
布

さ
れ

て
い
る
が

、
地

域
自

立
支
援

協
議

会
の

メ
ン
バ

ー
等
に
は

共
有

さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
課
題

の
検

討
結

果
も

メ
ン
バ

ー
等

に
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
す
べ

き
。

・
市

町
村

に
課
題

調
査

票
を
送

り
、
照

会
し
て
い
る
。
市
町

村
に
対

し
、
自

立
支

援
協

議
会

等
で

共
有

す
る
よ
う
依
頼

す
る
。
ま
た
、
課

題
の

検
討

結
果

は
市

町
村

を
通

し
て
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
。

6

地
域

ご
と
に
自

立
支

援
協
議

会
の

運
営

に
つ
い
て
差
が

あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等

を
示
す
べ

き
。

・
地

域
の

実
情

に
合

わ
せ
て
運

営
さ
れ
て
い
る
た
め
、
担

当
者

会
議

の
場

で
情

報
交

換
し
、
地

域
差

を
埋
め

る
よ
う
支

援
。

・
平

成
２
４
年

度
第

２
回

地
域

自
立

支
援

協
議

会
担

当
者

会
議

（H
2
5.
2.
1
3）

に
お
い
て
、
「自

立
支

援
協

議
会

の
運

営
に
つ
い
て
」等

の
通

知
を
資

料
と
し
て
示

し
た
。

7

サ
ー
ビ
ス
等

利
用

計
画
の

あ
り
方

に
つ
い
て
協

議
す
る
部

会
や

検
討

会
が

、
こ
れ

か
ら
来
年

度
に
か

け
て
必

要
で
は

な
い
か

。
・
担

当
者

会
議

の
場

で
市

町
村

間
の

意
見

交
換

を
実

施
。

8

地
域

自
立
支

援
協

議
会

担
当
者

会
議

の
場

で
も
合
同

学
習

会
に
つ
い
て
周

知
し
て
ほ

し
い
。

・
平

成
２
４
年

度
第

２
回

地
域

自
立

支
援

協
議

会
担

当
者

会
議

（H
2
5.
2.
1
3）

に
お
い
て
、
合
同

学
習

会
に
つ
い
て
周

知
し
、
２
５
年

度
に
お
け
る
市

町
村

の
協

力
を
あ
お
い
だ
。

議
題

１
相

談
支

援
に
関

す
る
研

修
に
つ
い
て

議
題

２
地

域
自

立
支

援
協

議
会

担
当

者
会

議
に
つ
い
て

議
題

３
合

同
学

習
会

に
つ
い
て
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○
初

任
者

研
修

相
談

支
援

専
門

員
に

な
ろ

う
と

す
る

者
が

受
講

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
研

修
。

○
現

任
研

修
専

門
員

の
更

新
研

修
。

専
門

コ
ー

ス
別
研

修

必 須

初
任

者
研

修

（
年
１
回
、
５
日
間

）

資

現
任
研

修

（隔
年
１
回
、
３
日
間
）

５
年
に
１
回

・
・
・
・

相
談

支
援

に
関

す
る
研

修
計

画
（
平

成
２
５
年
度

）

相
談
支
援

従
事
者
の

資
質
向
上

と
、
サ

ー
ビ
ス
等
利

用
計
画

の
作

成
促
進
に
向

け
た
関

係
者
と
の

連
携

強
化

【
重

点
方
針
】

相
談

支
援

従
事

者
の

資
質

向
専
門

コ
ー

ス
別
研

修
（
年

間
４
コ
ー
ス
程

度
）

地
域

移
行

・
地

域
定
着

促
進
研

修
（
年

１
回

）

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ
ー

育
成

研
修

（
年

１
回

）

圏
域

別
地

域
移
行
・

地
域
定
着

支
援
者
研

修
（
圏

域
ご
と
年

１
回

ず
つ
、
地

域
移

行
支

援
協

議
会

の
主

催
）

虐
待

防
止

・
権

利
擁
護

研
修

（
年

１
回

、
２
日

間
程

度
）

合
同

学
習

会
（
圏

域
ご
と
年

１
～

２
回

ず
つ
、
相
談

支
援

・
研

修
部

会
等
の
主

催
）

資 質 向 上

連 携
強 化

サ
ビ
管

と
合

同

精 神 障 が い

関 係

相
談

支
援

従
事

者
の

資
質

向
上

の
た

め
の

研
修

虐
待

に
関

す
る

相
談

支
援

業
務

を
学

ぶ
研

修

サ
ー

ビ
ス

等
利

用
計

画
の

円
滑

な
作

成
の

た
め

の
研

修

地
域

移
行

を
推

進
す

る
た

め
の

研
修

当
事

者
に

よ
る

支
援

に
つ

い
て

学
ぶ

研
修

精
神

障
が

い
者

の
支

援
を
実

施
し

た
こ

と
の

な
い

事
業

者
等

に
対

す
る

研
修
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相
談
支

援
に
関
す
る
研

修
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
（
平

成
２
５
年

度
）

研
修
名

対
象
者

開
催
日

申
込
期
間

会
場

担
当
班

実
施
者

（
予
定
）

備
考

相
談
支
援
従
事
者
初
任
者
研

修

・
相
談
支
援
専
門
員
と
な
る
者
（
計
画
相
談
支
援
、
障
害
児

相
談
支
援
、
地
域
移
行
・
地
域
定
着
）

・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
、
児
童
発
達
支
援
管
理
責
任
者

と
な
る
者

【
２
日
間
の
み
】

６
～
８
月
（
予
定
）

大
分
県
社
会
福
祉
介
護
研
修

セ
ン
タ
ー
（
大
分
市
明
野
東
３

－
４
－
１
）

自
立
支
援
班

大
分
県
社
会
福
祉
介

護
研
修
セ
ン
タ
ー

相
談
支
援
従
事
者
現
任
研
修

・
相
談
支
援
専
門
員
（
計
画
相
談
支
援
、
障
害
児
相
談
支

援
、
地
域
移
行
・
地
域
定
着
）

１
０
月
（
予
定
）

大
分
県
社
会
福
祉
介
護
研
修

セ
ン
タ
ー
（
大
分
市
明
野
東
３

－
４
－
１
）

自
立
支
援
班

大
分
県
社
会
福
祉
介

護
研
修
セ
ン
タ
ー

隔
年
実
施

専
門
コ
ー
ス
別
研
修

・
指
定
相
談
支
援
事
業
所
等
に
お
い
て
相
談
支
援
業
務
に

従
事
し
て
お
り
、
一
定
の
経
験
を
有
す
る
者

時
期
未
定

（
４
回
予
定
）

未
定

地
域
生
活
支
援
班

大
分
県
相
談
支
援
事

業
推
進
協
議
会

平
成
2
5
年
度
（
下
記
の
う
ち
４
コ
ー
ス
実
施
予
定
）

・
障
害
児
支
援

・
権
利
擁
護
、
成
年
後
見
制
度

・
地
域
移
行
、
地
域
定
着
、
触
法

・
セ
ル
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
、
管
理
、
面
接
技
術

虐
待
防
止
・
権
利
擁
護
研
修

・
全
事
業
所

・
市
町
村

９
月
以
降

未
定

地
域
生
活
支
援
班

県
障
害
福
祉
課

合
同
学
習
会

・
相
談
支
援
従
事
者

・
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

等
圏
域
ご
と
随
時

圏
域
ご
と

地
域
生
活
支
援
班

県
障
害
福
祉
課

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
円
滑
な
作
成
の
た
め
、

圏
域
ご
と
に
実
施

地
域
移
行
・
地
域
定
着
促
進

研
修

・
相
談
支
援
専
門
員
（
地
域
移
行
・
地
域
定
着
）

・
保
健
所

・
精
神
科
病
院
職
員

等
時
期
未
定

未
定

精
神
保
健
福
祉
班

県
障
害
福
祉
課

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
の
育
成
に
関

す
る
研
修

・
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー

・
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
の
支
援
者

等
時
期
未
定

未
定

精
神
保
健
福
祉
班

県
障
害
福
祉
課

圏
域
地
域
移
行
・
地
域
定
着

支
援
者
研
修

・
精
神
障
が
い
者
に
対
す
る
支
援
を
実
施
し
た
こ
と
の
な
い

事
業
者
等

圏
域
ご
と
随
時

圏
域
ご
と

精
神
保
健
福
祉
班

地
域
移
行
支
援
協
議

会

※
詳
細

は
各

研
修

の
要

綱
を
ご
確
認

い
た
だ
く
か

、
各
担

当
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
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平
成

２
４

年
度

第
２

回
地

域
自

立
支

援
協

議
会

担
当

者
会

議
で

の
主

な
意

見
・

課
題

等
に
つ

い
て

日
時
：
平
成

２
５
年
２
月
１
３
日

（水
）１

３
：３

０
～

１
５
：３

０
場

所
：
県
庁

舎
本

館
２
２
会
議

室

番
号

課
題
・
質
疑

・要
望

等
現

状
と
対

応

－ 1

セ
ル

フ
プ
ラ
ン
の
取

扱
は
ど
の

よ
う
に
す
る
か
。

・「
障
害

者
又

は
障

害
児

の
保

護
者

の
希

望
」を

尊
重

し
て
取

り
扱
う
こ
と
が
望

ま
し
い
が

、
た

だ
し
、
あ
く
ま
で
も
例
外

的
に
認
め
る
も
の

。

2

相
談

支
援

従
事

者
初
任

者
研

修
に
つ
い
て
は

、
２
５
年

度
は

早
い
時
期

に
複
数

回
実

施
し
て

欲
し
い
。

・２
４
年

度
は

８
～
１
０
月

に
１
回

実
施

し
て
い
る
。

・２
５
年

度
は

６
～
８
月

に
１
回

実
施

す
る
予

定
。
受
講

者
を
よ
り
一
層

精
査

し
、
真
に
相
談

支
援

に
従
事

す
る
者

が
多

数
受

講
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

3

現
任

研
修

を
隔

年
で
は

な
く
毎

年
実

施
す
べ

き
。

・現
任
研

修
は

隔
年

実
施

し
て
お
り
、
２
５
年

度
は

実
施

。
・２

５
年

度
に
現
状

を
把

握
し
て
、
２
６
年
度

以
降

の
実

施
を
検
討

。
・国

の
要

綱
で
研
修

対
象

者
が

「指
定
相

談
支

援
事

業
所

等
に
お
い
て
相
談

支
援

業
務

に
従

事
し
て
お
り
、
…

」と
な
っ
て
お
り
、
受

講
者

が
増

加
し
に
く
い
状
況

も
あ
る
。

4

住
居

に
関
す
る
課
題

に
つ
い
て
、
各
地

域
で
意
見

交
換

や
調

査
等

が
行

わ
れ

て
い
る
。
貸

す
側
へ

対
し
て
の

全
県

的
な
意
識

啓
発

及
び
貸
す
側

に
支
援

す
る
者

の
顔

が
見

え
る
支

援
者

側
の
取

組
が

必
要

。

・居
住
支

援
協

議
会

が
２
４
年

１
０
月
に
設
立

さ
れ

た
（事

務
局

は
県

建
築

住
宅

課
）。

・各
地
域

の
取
組

を
取
り
ま
と
め

、
居
住

支
援

協
議

会
へ

情
報

提
供

。

5

住
居

に
関
す
る
課
題

に
つ
い
て
、
県
、
市
や

社
会

福
祉

協
議

会
に
よ
る
公

的
保

証
人

制
度

の
導
入

が
必

要
。

・現
状
、
県
内

で
は

公
的

保
証

人
制

度
は

導
入

さ
れ
て
い
な
い
。

6

自
立

支
援

協
議

会
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
設

立
な
ど
、
県

内
統

一
的

な
広

報
が

必
要

。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
設

立
し
て
い
る
地
域

も
あ
る
が

、
統

一
的

な
取

扱
は

な
い
。
ま
た
、
県
自

立
支

援
協

議
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
な
い
。

・県
自
立

支
援

協
議

会
の

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

の
設

立
を
検
討

し
、

各
市

町
村

へ
の

リ
ン
ク
な

ど
の

対
応
で
周
知

を
促
進

。

7

地
域

自
立

支
援

協
議
会

で
検

討
さ
れ

た
内
容

を
県

自
立

支
援

協
議

会
に
議

論
し
て
も
ら
う
よ
う

要
望

す
る
仕

組
み

が
必
要

。
・地

域
自

立
支

援
協

議
会

担
当

者
会

議
に
お
い
て
課

題
の

提
出

を
受

け
、
県
自

立
支

援
協

議
会

に
つ
な
ぐ
。

・よ
り
提

案
し
や

す
い
仕
組

み
づ
く
り
が

必
要

。

8

高
校

を
中

退
し
た
引
き
こ
も
り
の

人
や

そ
の
家

族
に
対
す
る
支
援

が
途

切
れ

て
お
り
、
気

軽
に

相
談

で
き
る
場

な
ど
が
必

要
。

・青
少
年

支
援

セ
ン
タ
ー
（大

分
市

、
中

津
市

）の
設

置
と
、
そ
の
他

４
圏
域

の
保

健
所

に
ひ
き

こ
も
り
地

域
相

談
員

が
配

置
さ
れ
て
い
る
。

－

議
題

１
サ

ー
ビ
ス
等
利

用
計
画

に
つ
い
て

議
題

２
自

立
支
援

協
議
会

で
の

課
題

等
に
つ
い
て

議
題

３
市

町
村
間

の
情
報

交
換

に
つ
い
て
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議題２ 今後の取組について

・ 自立支援協議会のホームページ設立について

・ 住居に関する取組について
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（公印省略）

障 福 第 号

平成 年 月 日

市町村障がい福祉担当部署の長 殿

大分県福祉保健部障害福祉課長

自立支援協議会のホームページ等について（照会）

障がい保健福祉行政の推進については、平素からご尽力を賜り厚くお礼申し

上げます。

本年４月から施行される障害者総合支援法では、自立支援協議会の名称を地

域の実情に応じて変更できるよう協議会に改めるとともに、地方公共団体は協

議会を設置するよう努めものとされており、今後より一層の活性化が望まれて

いるところです。

そこで、県としては、県自立支援協議会のホームページを設立し、より広く

その活動を周知することとしました。

つきましては、当該ホームページに掲載するため、地域自立支援協議会の状

況について、下記によりご回答ください。

記

提出物 別紙調査票

提出期限 平成２５年３月 日（ ）

提出方法 Ｅメールで下記担当者あて提出

【担当】

地域生活支援班 内田

電話：097-506-2725

E-mai l：uchida-yas utomo@pref .oit a. l g. j p
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○
各
市
町
村
の
取
組
を
収
集
（
３
月
上
旬
）

住
居
に
関
す
る
取
組
に
つ
い
て

○
大
分
県
居
住
支
援
協
議
会
の
取
組

・
障
が
い
者
等
の
住
宅
確
保
要
配
慮
者
へ
の
⽀
援
を
検
討

・
２
５
年
１
⽉
に
相
談
⽀
援
事
業
所
を
対
象
に
実
態
調
査

→
３
月
に
委
員
等
へ
文
書
報
告
予
定

・
２
５
年
４
⽉
以
降
、
３
回
⽬
の
居
住
⽀
援
協
議
会
を
開
催

取
り

ま
と

め
・

情
報

提
供

○
各
市
町
村
の
取
組
を
収
集
（
３
月
上
旬
）

○
居
住
支
援
協
議
会
等
へ
情
報
提
供
（
３
月
中
旬
）

※
公
営
住
宅
等
に
つ
い
て
情
報
が
寄
せ
ら
れ
れ
ば
該
当

部
署
へ
も
提
供

○
県
内
各
地
で
独
自
の
取
組

・
南
部
、
北
部
、
⻄
部
等
の
⾃
⽴
⽀
援
協
議
会
で
意
⾒
交
換

や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
が
実
施
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